
1
「身を切る行政財政
改革」更なる行政財政
改革の前進

○後藤田正純徳島県知事は「身を切る行政財政改革」を行わなければならない。

2 新ホールについて

私は県外にお芝居や・歌舞伎等を鑑賞しに行きます。
外観デザインも大切だとはおもいますが、回り舞台や花道、せり上がりなど様々なシーンで対応できるホールを早く完成させてほし
いです。
県外で鑑賞する舞台と、現在の徳島での公演では舞台装置の関係で残念に思う事が多々にあります。
是非とも新ホールでは、役者さんが徳島のホールを使いたと思うくらいのホール完成を期待しています。
歌舞伎等はお客様が富裕層の方も多く、追っかけて来ることが多く宿泊も、飲食店も、土産品屋も潤うと思う。
後藤田知事には徳島を変えてくれる力と行動力もあり期待しています！！

3
キッズスペースについ
て

徳島県庁に来た際、赤ちゃんのキッズスペース（マットがある遊び場）があればいいなと思いました。

4 南海フェリー

徳島と近畿、本州とのアクセスが明石海峡のみとなるのは徳島の発展、産業や移動手段などにとって良くないと思います。
ここは予算をしっかり組んで支援をし、今後の徳島の発展、経済の衰退を少しでも食い止めなければ、後悔先に立たず、になってし
まいます。
予算をひたすら削り、動かない行政にする、後藤田知事の政策にはガッカリしています。
徳島の衰退を加速させてはなりません。
知事選もすぐにやってきます。
実現と結果を残すことが大事だと思います。
今回の南海フェリーの存続を県民として期待しています。

5
香港航空の赤字補填に
ついて

徳島県が香港航空の赤字を県民の税金で補填してますがそんなに徳島県の財政に余裕があったんですね。驚きました。
財政に余裕があるんだから南海フェリーの継続支援も出来ると思いますがどうですか？

6
自腹1400万円の職員
の懲戒免職について

ヤフーニュースで貴庁の職員が業務を怠り、その発覚をごまかすために自腹を切ったことで懲戒免職になったとありましたが、これ
は重すぎではないかと感じました。確かに公正な業務を全うすることが公務員には求められることであり、県に損害を与えていない
といえども、公正な業務をねじ曲げたわけですから決して軽い話ではありません。しかし、横領などをしたわけでもなく、懲戒免職
は重すぎるのではと思います。停職に下げるべきです。それが無理なら1400万円は確実に返してあげるべきです。
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8
公開された情報の文章
レベルについて

4月28日付で「阿南安芸自動車用地推進センター移転のお知らせ」が　県のホームページに掲載された。今4月29日午後　読んでいて　
なんとも不愉快に感じる表現を目にしたので指摘しておく。
本文冒頭で　「4月1日から美波庁舎2階にて業務を開始します～」　と記載があるが　発信日が28日なんだから　「業務を実施して
います」とかになるべきではないか？　その次にも　「移転することになりました」　とある。もう移転は完了しているのだから　
日本語としておかしくないか？
さらに4月から機構改革？で庁舎名称も変わっている（徳島県美波合同庁舎）。本文内でも　そう説明がされているのに　案内地図
は「南部総合県民局美波庁舎」
推測すると　3月の時点での発信内容を4月になっても　時間の経過を考慮せずにそのままの表現内容で　再度発信したものと思われ
る。
たびたび誤字の指摘もしているが　世界中に発信されているものなので　レベルの高い文章表現と発信を心がけて欲しい。
職員の不祥事もひどい。再発防止に努める　とかの決まり文句では効果は望めない。

7
理解できない県の
回答、調査を要請する

立江川の橋梁撤去工事に関して疑問をいだいたので　何度か質問をした
１．最初は　現場の工事看板に記載されている工事期間の件
　　R7年の工期の終了が迫っているのに全く工事が進んでいないことへの質問
　　回答は　出水期の施工が困難なため渇水期に工期（完了予定R8.3.14）を変更、その他の項目（数量・仕様等）に関する記   載
は無し　であった
　　現場の工事看板も工期のみの書き換え（数量、工法の見直しは無し）であったので当然当初仕様通りの施工であると誰もが思
う。だから金額の変更も　それほどのものはないだろうと推測していた。そして　確か令和７年１１月ころは撤去作業が進んでい
た。
２．本年になって　この工事がストップした状態であるのを確認し　改めてどうなっているのか質問したところ　工法変更と数量・
仕様変更して　工事も完了したとの回答（４月１日）があった。　工事金額はいくらに変更されたのか、だれが査定したのか？おか
しいだろう、こちらの質問にキチンと答えず、現場の工事看板の書き換え（契約内容の変更に沿った表示をする。県の契約書類にも
必要項目は記載されている）もできていないのに平然としているのが行政か。現場を管理していない、確認もしていない。最も大事
な品質管理能力はあるのか？　現場主義とはなにか？　暑い、寒いと言って空調完備の庁舎で遠隔臨場か？
残った橋脚の撤去は　いつ、いくらの工費で行うのだろうか？　そもそこの橋は　いつ新規のものが完成する計画なのか？　ゆきあ
たりばったりのようだが　総予算はいくら？
県議会県土整備委員会は　この経緯と内容変更の妥当性、現場確認の適切具合や品質など　一連の業務に関して徹底調査と情報開示
をお願いする。県は外部監査も実施してほしい。
かつて（透明度UP）　「１５開かれた県政運営の推進」の中で　公文書管理ガイドラインの策定や公文書ファイル管理簿・管理状況
の公表等を通じ、条例に基づく適正な公文書管理を推進する　とうたっている。誠実に実践することをお願いする。


